
総 行 安 第 5 6 号 

令和５年 11 月 24 日 

地方公務員災害補償基金事務局長 殿 

総務省自治行政局公務員部 

安 全 厚 生 推 進 室 長 

（ 公 印 省 略 ）  

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による 

地方公務員災害補償法の一部改正について（通知） 

 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第73号。

以下「改正給与法」という。）が本日公布され、同法附則第５条第４号により地方公

務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号。以下「地公災法」という。）の一部改正

が行われました。 

つきましては、下記事項に留意の上、その施行に遺漏のないようお願いします。 

記 

１ 改正の内容 

改正給与法により国家公務員において「在宅勤務等手当」が創設されることに伴

い、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）の一部改正により地方公務員においても

同手当が創設されることを受け、補償の支給額の算定の基礎となる平均給与額に算

入すべき給与の範囲を定める地公災法第２条第５項に「在宅勤務等手当」を追加す

る改正を行う。 

２ 施行期日 

令和６年４月１日

【連絡先】 

安全厚生推進室公務災害補償係 

電話：03-5253-5560（直通） 

写○



○

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
五
条
第
四
号
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
今
回
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
職
員
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

第
二
条

（
同
上
）

一

常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
地
方
公
務
員
（
常
時
勤

務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
地
方
公
務
員
の
う
ち
そ
の
勤
務

形
態
が
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
地
方
公
務
員
に
準

ず
る
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）

二

一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す

る
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
役
員

（
同
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。
第
六
十
九
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
に
使
用
さ
れ

る
者
で
、
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
か
ら
給
与
を
受
け
る
も
の

の
う
ち
常
時
勤
務
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
（
常
時
勤
務
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
者
の
う
ち
そ
の
勤
務
形
態
が
常
時
勤
務
す
る
こ

と
を
要
す
る
者
に
準
ず
る
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。

）

２

こ
の
法
律
で
「
通
勤
」
と
は
、
職
員
が
、
勤
務
の
た
め
、
次
に

２
～
４

（
同
上
）

掲
げ
る
移
動
を
、
合
理
的
な
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
を

い
い
、
公
務
（
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
業
務
を
含
む
。
第
十

五
条
及
び
第
六
十
九
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
性
質

を
有
す
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
。

一

住
居
と
勤
務
場
所
と
の
間
の
往
復

二

一
の
勤
務
場
所
か
ら
他
の
勤
務
場
所
へ
の
移
動
そ
の
他
の
総

務
省
令
で
定
め
る
就
業
の
場
所
か
ら
勤
務
場
所
へ
の
移
動
（
地

方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
営
利
を
目
的
と
す
る
私
企

業
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
団
体
の
役
員
の
地
位
を
兼
ね
て
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い
る
場
合
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
職
員
に
関
す
る
法
令

の
規
定
に
違
反
し
て
就
業
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
就
業

の
場
所
か
ら
勤
務
場
所
へ
の
移
動
を
除
く
。
）

三

第
一
号
に
掲
げ
る
往
復
に
先
行
し
、
又
は
後
続
す
る
住
居
間

の
移
動
（
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。

）

３

職
員
が
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
移
動
の
経
路
を
逸
脱
し
、
又
は

同
項
各
号
に
掲
げ
る
移
動
を
中
断
し
た
場
合
に
は
、
当
該
逸
脱
又

は
中
断
の
間
及
び
そ
の
後
の
同
項
各
号
に
掲
げ
る
移
動
は
、
同
項

の
通
勤
と
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
逸
脱
又
は
中
断
が
、
日
常
生

活
上
必
要
な
行
為
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
や
む
を

得
な
い
事
由
に
よ
り
行
う
た
め
の
最
小
限
度
の
も
の
で
あ
る
場
合

は
、
当
該
逸
脱
又
は
中
断
の
間
を
除
き
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

こ
の
法
律
で
「
平
均
給
与
額
」
と
は
、
負
傷
若
し
く
は
死
亡
の

原
因
で
あ
る
事
故
の
発
生
の
日
又
は
診
断
に
よ
つ
て
疾
病
の
発
生

が
確
定
し
た
日
（
第
七
項
に
お
い
て
「
災
害
発
生
の
日
」
と
い
う
。

）
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
過
去
三
月
間
（
そ

の
期
間
内
に
職
員
と
な
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職
員
と
な
つ

た
日
ま
で
の
間
）
に
そ
の
職
員
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
給
与
の
総

額
を
、
そ
の
期
間
の
総
日
数
で
除
し
て
得
た
金
額
を
い
う
。
た
だ

し
、
そ
の
金
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ

つ
て
計
算
し
た
額
を
下
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

一

給
与
の
全
部
が
、
勤
務
し
た
日
若
し
く
は
時
間
に
よ
つ
て
算

定
さ
れ
、
又
は
出
来
高
払
制
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は

、
そ
の
期
間
中
に
支
払
わ
れ
た
給
与
の
総
額
を
そ
の
勤
務
し
た

日
数
で
除
し
て
得
た
金
額
の
百
分
の
六
十

二

給
与
の
一
部
が
、
勤
務
し
た
日
若
し
く
は
時
間
に
よ
つ
て
算

定
さ
れ
、
又
は
出
来
高
払
制
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は

、
そ
の
部
分
の
給
与
の
総
額
に
つ
い
て
前
号
に
掲
げ
る
方
法
に

よ
り
計
算
し
た
金
額
と
、
そ
の
他
の
部
分
の
給
与
の
総
額
を
そ

の
期
間
の
総
日
数
で
除
し
て
得
た
金
額
と
の
合
算
額

５

前
項
の
給
与
は
、
給
料
、
管
理
職
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、

５

前
項
の
給
与
は
、
給
料
、
管
理
職
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
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扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手

扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手

当
、
在
宅
勤
務
等
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
こ

当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を

れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。
）
、
へ
き
地
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る

含
む
。
）
、
へ
き
地
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。
）
、
農

手
当
を
含
む
。
）
、
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
、
時
間
外
勤
務
手

林
漁
業
普
及
指
導
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、

当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職

夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
義

員
特
別
勤
務
手
当
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
定
時
制
通
信

務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
定
時
制
通
信
教
育
手
当
、
産
業
教
育

教
育
手
当
、
産
業
教
育
手
当
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
手
当
（
第

手
当
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
手
当
（
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で

一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
こ
れ
ら
の
給
与
に

定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
こ
れ
ら
の
給
与
に
相
当
す
る
給
与
、
地
方

相
当
す
る
給
与
、
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法

独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下

す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
職
員
に
あ

同
じ
。
）
の
職
員
に
あ
つ
て
は
総
務
省
令
で
定
め
る
給
与
）
と
す

つ
て
は
総
務
省
令
で
定
め
る
給
与
）
と
す
る
。

る
。

６

第
四
項
に
規
定
す
る
期
間
中
に
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

６
～

（
同
上
）

14

当
す
る
日
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
日
数
及
び
そ
の
間
の
給
与
は

、
同
項
の
期
間
及
び
給
与
の
総
額
か
ら
控
除
し
て
計
算
す
る
。
た

だ
し
、
控
除
し
な
い
で
計
算
し
た
平
均
給
与
額
が
控
除
し
て
計
算

し
た
平
均
給
与
額
よ
り
多
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
療
養
の
た
め
に
勤
務
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
日

二

産
前
産
後
の
職
員
が
、
出
産
の
予
定
日
の
六
週
間
（
多
胎
妊

娠
の
場
合
に
は
、
十
四
週
間
）
前
か
ら
出
産
後
八
週
間
以
内
に

お
い
て
勤
務
し
な
か
つ
た
日

三

育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
か
つ
た
日
、
承
認
を

受
け
て
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
た
日
及
び
部
分
休
業
の
承
認
を

受
け
て
育
児
の
た
め
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤
務

し
な
か
つ
た
日

四

介
護
の
た
め
に
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
か
つ
た
日
及
び
一

日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
か
つ
た
日

五

地
方
公
共
団
体
（
職
員
が
当
該
地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た

地
方
独
立
行
政
法
人
に
在
職
し
て
い
た
期
間
に
あ
つ
て
は
、
当

該
地
方
独
立
行
政
法
人
）
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
つ
て

勤
務
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
日
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六

職
員
団
体
の
業
務
に
専
ら
従
事
す
る
た
め
の
許
可
を
受
け
て

勤
務
し
な
か
つ
た
日

７

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
平
均
給
与
額
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
及
び
災
害
発
生
の
日
か
ら
補
償
を
支
給
す
べ
き
事
由
が

生
じ
た
日
ま
で
の
間
に
職
員
の
給
与
の
改
定
が
行
わ
れ
た
場
合
そ

の
他
の
前
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
平
均
給
与
額
が
公
正

を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
平
均
給
与
額
の
計
算
に
つ

い
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

８

第
四
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
平
均
給
与

額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り

上
げ
た
額
を
平
均
給
与
額
と
す
る
。

９

傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
又
は
遺
族
補
償
年
金
（
以
下

「
年
金
た
る
補
償
」
と
い
う
。
）
で
、
そ
の
年
金
た
る
補
償
を
支

給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
翌
々
年
度
以

後
の
期
間
に
係
る
分
と
し
て
支
給
す
る
も
の
の
額
の
算
定
の
基
礎

と
し
て
用
い
る
平
均
給
与
額
は
、
第
四
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定

に
よ
り
平
均
給
与
額
と
し
て
計
算
し
た
額
に
、
当
該
年
金
た
る
補

償
を
支
給
す
べ
き
月
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
お

け
る
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十

一
号
）
に
規
定
す
る
職
員
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
十
六
条
第
二

項
に
お
い
て
「
国
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
与
水
準
を
当
該
年

金
た
る
補
償
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
年
度
の

四
月
一
日
に
お
け
る
国
の
職
員
の
給
与
水
準
で
除
し
て
得
た
率
を

基
準
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
の
平
均
給
与
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

10

年
金
た
る
補
償
に
つ
い
て
第
四
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ

11
り
平
均
給
与
額
と
し
て
計
算
し
た
額
が
、
年
金
た
る
補
償
を
受
け

る
べ
き
職
員
の
当
該
年
金
た
る
補
償
を
支
給
す
べ
き
月
の
属
す
る

年
度
の
四
月
一
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。

）
に
お
け
る
年
齢
（
遺
族
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
場
合
に
は
、

当
該
支
給
を
す
べ
き
事
由
に
係
る
職
員
の
死
亡
が
な
か
つ
た
も
の
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と
し
て
計
算
し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
当
該
職
員
の
基
準
日
に
お
け

る
年
齢
）
に
応
じ
て
総
務
大
臣
が
最
低
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額

に
満
た
な
い
と
き
、
又
は
最
高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
を
超
え

る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
定
め
る
額
を
当
該
年
金
た
る
補
償
に

係
る
平
均
給
与
額
と
す
る
。

前
項
の
総
務
大
臣
が
定
め
る
額
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

12
ろ
に
よ
り
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

五
十
号
）
第
八
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条

の
二
第
二
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
年
齢
階
層
ご

と
に
定
め
る
額
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

休
業
補
償
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
が
当
該
休
業
補
償

13
に
係
る
療
養
の
開
始
後
一
年
六
月
を
経
過
し
た
日
以
後
の
日
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
休
業
補
償
に
つ
い
て
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま

で
の
規
定
に
よ
り
平
均
給
与
額
と
し
て
計
算
し
た
額
が
、
休
業
補

償
を
受
け
る
べ
き
職
員
の
当
該
休
業
補
償
を
支
給
す
べ
き
事
由
が

生
じ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
年
齢
に
応
じ
て

総
務
大
臣
が
最
低
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
に
満
た
な
い
と
き
、

又
は
最
高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
定
め
る
額
を
当
該
休
業
補
償
に
係
る
平
均
給
与
額
と
す

る
。前

項
の
総
務
大
臣
が
定
め
る
額
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

14
ろ
に
よ
り
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
八
条
の
二
第
二
項
各
号

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
年
齢
階
層
ご
と
に
定
め
る
額
を

考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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別
表
第
一
か
ら
別
表
第
十
一
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
行
政
職
俸
給
表
（
第
六
条
関
係
）

イ
行
政
職
俸
給
表


職
員
の
区
分

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

10
級

俸
給
月
額

俸
給
月
額

俸
給
月
額

俸
給
月
額

俸
給
月
額

俸
給
月
額

俸
給
月
額

俸
給
月
額

俸
給
月
額

俸
給
月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

１
162100

208000
240900

271600
295400

323100
365500

410300
459900

523100
２

163200
209700

242400
273200

297500
325300

368100
412700

463000
526000

３
164400

211400
243800

274700
299500

327500
370500

415200
466000

529100
４

165500
212900

245200
276300

301400
329500

372900
417600

469000
532200

５
166600

214400
246400

277800
303200

331500
374800

419500
472000

535300
６

167700
216200

248000
279500

305000
333500

377300
421600

475000
537600

７
168800

217900
249500

281300
306600

335400
379600

423700
478000

540100
８

169900
219600

250900
283100

308200
337300

382100
425900

481100
542500

９
170900

221100
252000

284800
309800

339200
384500

427800
483800

544900
10

172300
222600

253400
286700

312000
341200

387100
429900

486900
546700

職
務
の
級

号
俸

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

法
律
第
七
十
三
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
四
十
一
万
四
千
八
百
円
」
を
「
四
十
一
万
五
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
万
八
百
円
」
を
「
五
万
千
百
円
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
四
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
」
を
「
百
分
の
百
二
十
五
」
に
、「
百
分
の
百
、」を
「
百
分
の
百
五
、」に
、「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
二
十
」
を
「
百
分
の
百

二
十
五
」
に
、「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、「
百
分
の
百
、」を
「
百
分
の
百
五
」
に
、「
百
分
の
五
十
七
・
五
、」を
「
百
分
の
六
十
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
七
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
百
（
」
を
「
百
分
の
百
五
（
」
に
、「
百
分
の
百
二
十
」
を
「
百
分
の
百
二
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
百
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分

の
四
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十
」
に
、「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
六
十
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
三
万
四
千
二
百
円
」
を
「
三
万
四
千
三
百
円
」
に
改
め
る
。
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61
407200

62
407500

63
407800

64
408100

65
408300

66
408600

67
408900

68
409100

69
409300

70
409600

71
409900

72
410100

73
410300

74
410600

75
410900

76
411100

77
411300

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

基
準

俸
給
月
額

基
準

俸
給
月
額

基
準

俸
給
月
額

基
準

俸
給
月
額

円
円

円
円

325500
427000

481800
617400

備
考
こ
の
表
は
、
行
政
の
特
定
の
分
野
に
お
け
る
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
に
基
づ
く
調
査
、
研
究
、
情
報
の

分
析
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
政
策
の
企
画
及
び
立
案
等
を
支
援
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
院
規
則

で
定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。

別
表
第
十
一
指
定
職
俸
給
表
（
第
六
条
関
係
）

号
俸

俸
給

月
額

円
１

708000

２
763000

３
820000

４
898000

５
968000

６
1038000

７
1110000

８
1178000

備
考
こ
の
表
は
、
事
務
次
官
、
外
局
の
長
、
試
験
所
又
は
研
究
所
の
長
、
病
院
又
は
療
養
所
の
長
そ
の
他
の
官
職

を
占
め
る
職
員
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

第
二
条

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
単
身
赴
任
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
る
。

第
九
条
の
二
第
四
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
削
り
、「
並
び
に
第
八
条
」
を
「
及
び
第
八
条
第
一
項
」に
、「
の
日
数
」

を
「
並
び
に
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
日
数
の
合
計
日
数
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、」を
「
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
及
び
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
」に
改
め
、「
定
め
る
職
員
」

の
下
に
「
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
在
宅
勤
務
等
手
当
）

第
十
二
条
の
三

住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
場
所
に
お
い
て
、
正
規
の
勤
務

時
間
（
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
そ
の
他
人
事
院
規
則
で
定
め
る
時
間
を
除
く
。）の
全
部
を
勤
務
す
る
こ
と

を
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
一
箇
月
当
た
り
平
均
十
日
を
超
え
て
命
ぜ
ら
れ
た
職
員

に
は
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
す
る
。

２

在
宅
勤
務
等
手
当
の
月
額
は
、
三
千
円
と
す
る
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め

る
。

第
十
六
条
第
三
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
削
り
、「
並
び
に
第
八
条
」
を
「
及
び
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
週
休

日
」
の
下
に
「
又
は
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
三
第
一
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
削
り
、「
並
び
に
第
八
条
」
を
「
及
び
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、

「
基
づ
く
週
休
日
」
の
下
に
「
若
し
く
は
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
る
。

第
十
九
条
の
四
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
に
、「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分

の
百
二
・
五
」
に
、「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
六
十
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中「
百
分
の
百
二
十
五
」

を
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
に
、「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
六
十
八
・
七
五
」
に
、「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分

の
百
二
・
五
」
に
、「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
五
十
八
・
七
五
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
七
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
二
・
五
」
に
、「
百
分
の
百
二
十
五
」を「
百

分
の
百
二
十
二
・
五
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
百
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
百
分
の
五
十
」
を
「
百
分
の
四
十
八
・
七
五
」
に
、「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
五
十
八
・
七
五
」
に
改
め
る
。





（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
、
給
与
及
び
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
四
条

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
、
給
与
及
び
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
六
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

俸給月額号 俸
円

461000２

522000３

603000４

701000５

800000６

１ 402000

第
六
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

俸給月額
円

336000

371000

398000

号 俸

１

２

３

（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 俸

１

２

３

４

５

６

７

俸給月額
円

380000

427000

477000

539000

615000

718000

839000

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

第
七
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
」
を
「
百
分
の
百
二
十
五
」
に
、「
百
分
の
百
六
十
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十

五
」
に
改
め
る
。

第
五
条

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
、
給
与
及
び
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
に
、「
百
分
の
百
七
十
五
」
を
「
百
分
の

百
七
十
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
三
項
中
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
三
項
」
に
、「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
」
を
「
百
分
の
百
二
十
五
」
に
、「
百
分
の
百
六
十
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十

五
」
に
改
め
る
。

第
七
条

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
に
、「
百
分
の
百
七
十
五
」
を
「
百
分
の

百
七
十
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
中
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
三
条
に
お
い
て
「
給
与
法
」
と

い
う
。）第
五
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
給
与
法
第
十
二
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加

え
る
改
正
規
定
並
び
に
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
九
条
の
七
第
二
項
の
改
正
規

定
、
第
五
条
中
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
、
給
与
及
び
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
次
項
及
び
附

則
第
三
条
に
お
い
て
「
任
期
付
研
究
員
法
」
と
い
う
。）第
七
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
七
条
の
規
定
並
び

に
附
則
第
五
条
の
規
定

令
和
六
年
四
月
一
日

二

第
二
条
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
第
三
条
及
び
第
五
条
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）

の
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
の
規
定

令
和
七
年
四
月
一
日

２

第
一
条
の
規
定
（
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
九
条
の
七
第
二
項
の
改
正
規
定
を
除

く
。
附
則
第
三
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
よ
る
改
正
後
の
給
与
法
（
次
条
及
び
附
則
第
三
条
に
お
い
て
「
改
正
後
の
給

与
法
」
と
い
う
。）の
規
定
、
第
四
条
の
規
定
（
任
期
付
研
究
員
法
第
七
条
第
二
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
附
則
第
三

条
に
お
い
て
同
じ
。）に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
法
（
附
則
第
三
条
に
お
い
て「
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
法
」

と
い
う
。）の
規
定
及
び
第
六
条
の
規
定
（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
任
期
付
職
員
法
」
と
い
う
。）第
八
条
第
二
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
附
則
第
三
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
よ
る
改
正

後
の
任
期
付
職
員
法
（
次
条
及
び
附
則
第
三
条
に
お
い
て
「
改
正
後
の
任
期
付
職
員
法
」
と
い
う
。）の
規
定
は
、
令

和
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
前
の
見
出
し
中
「
割
振
り
」
を
「
割
振
り
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
を
い
う
」
を「（
第
三
項
及

び
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）を
い
う
」に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
」
に
改
め
、「
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
」
を
削
り
、「
考
慮
し
て
」

の
下
に
「
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
の
ほ
か
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、又
は
」

を
加
え
、「（
次
項
に
お
い
て
「
単
位
期
間
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、「
な
る
よ
う
に
」
の
下
に
「
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
週
休
日
の
ほ
か
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、
又
は
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
を
削

る
。第

八
条
中
「
若
し
く
は
第
四
項
」
を
削
り
、「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
若
し
く
は
第
三
項
」
に
、「
こ
の
条
」を「
こ

の
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
職
員
に
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
と
さ
れ
た
日
に
お
い

て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
週

休
日
に
」
と
あ
る
の
は
、「
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
及
び
第
十
条
中
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
若
し
く
は
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
及
び
第
三
項
」
に
、「
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
同
条
第
三

項
」
に
、「
、
並
び
に
」
を
「
、
及
び
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
若
し
く
は
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
配
偶
者
等
」
を
「
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る

者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者
」
に

改
め
る
。
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令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
特
定
任
期
付
職
員
に
係
る
最
高
の
号
俸
を
超
え
る
俸
給
月
額
の
切
替
え
）

第
二
条

令
和
五
年
四
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
切
替
日
」
と
い
う
。）の
前
日
に
お
い
て
任
期
付
職
員
法
第

七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給
月
額
を
受
け
て
い
た
職
員
の
切
替
日
に
お
け
る
俸
給
月
額
は
、
改
正
後
の
任
期
付

職
員
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
俸
給
表
に
掲
げ
る
号
俸
の
俸
給
月
額
及
び
改
正
後
の
給
与
法
別
表
第
十
一
に
規

定
す
る
指
定
職
俸
給
表
八
号
俸
の
額
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
。

（
給
与
の
内
払
）

第
三
条

改
正
後
の
給
与
法
、
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
法
又
は
改
正
後
の
任
期
付
職
員
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

に
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
給
与
法
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
任
期
付
研
究
員
法
又
は
第
六

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
任
期
付
職
員
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
給
与

法
、
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
法
又
は
改
正
後
の
任
期
付
職
員
法
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

（
人
事
院
規
則
へ
の
委
任
）

第
四
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
。

（
地
方
自
治
法
等
の
一
部
改
正
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
単
身
赴
任
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
る
。

一

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
条
第
二
項

二

市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
一
条

三

国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
四
条
第
二
項

四

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
五
項

（
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
七
条
の
表
第
六
条
第
三
項
の
項
中
「
次
項
」
を
「
定
め
る
期
間
」
に
、「
以
下
こ
の
条
」
を「
定
め
る
期
間（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
単
位
期
間
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
表
第
六
条
第
四
項
の
項
を
削
る
。

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

総
務
大
臣

鈴
木

淳
司

文
部
科
学
大
臣

盛
山

正
仁
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